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岐阜県可茂土木事務所 木曽三川サイクルツーリズム 長良川・木曽川連携ルート及び整備

計画検討業務 説明書 

 

 岐阜県可茂土木事務所発注の令和８年度木曽三川サイクルツーリズム 長良川・木曽川連

携ルート及び整備計画検討業務に係わるプロポーザル等については、関係法令に定めるも

のの他、この説明書によるものとする。 

 

１ 業務の目的 

木曽三川沿いは歴史的資源、豊かな自然、食文化などが豊富にあるポテンシャルの高

い地域で、河川の景観を見ながらサイクリングで観光資源を巡ることができる国内でも

稀な地域である。 

こうした利点を活用し、木曽三川沿いの魅力的な観光資源や河川空間を活用した施設

等を結ぶサイクリングルートを作り、国内外からの観光客が長期滞在し、安全かつ快適

に岐阜の魅力を巡ることができるサイクルツーリズムを国、関係自治体、民間と連携し

磨き上げ推進していく。 

本業務は木曽三川のうち長良川沿川において、既存の長良川サイクリングモデルルー

トの磨き上げと木曽川サイクリングモデルルートに連携する新たなサイクリングルート

（以下、連携ルート）を設定し、サイクリストが安全かつ快適に走行するための整備計

画を立案することを目的とする。 

 

２ 業務名 

木曽三川サイクルツーリズム 長良川・木曽川連携ルート及び整備計画検討業務 

 

３ 業務内容 

別添、「木曽三川サイクルツーリズム 長良川・木曽川連携ルート及び整備計画検討

業務 特記仕様書」に掲げる内容とする。 

 

４ 業務規模 

① 本業務の参考業務規模は、9.5百万円～11.5百万円（税抜き）を想定している。 

② 本業務に係る参考見積を提出すること。 

・参考見積価格が、提示した業務規模と著しくかけ離れる場合、または、見積が

提案内容に対して不適切な場合には、選定の対象としない。なお、積算の参考と

するため、選定者には再度見積もりを依頼する。 

 

５ 成果品 

報告書（Ａ４版）   ６部 
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報告書（電子）    ６部 

 

６ 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及び記載上の留意事項 

本プロポーザルに参加を希望する者は、以下により参加表明書、技術提案書及び参

考見積を提出する。 

 

（１） 提出期間 

令和８年６月２２日（月）から令和８年７月２２日（水）まで 

   （上記期間の土曜日、日曜日及び休日を除く毎日９時００分から１６時３０分まで） 

（２） 提出先 

〒５０５－８５０８ 

 住 所 岐阜県美濃加茂市古井町下古井２６１０－１ 

 担 当 総務課 管理調整係 

 電 話 ０５７４－２５－３１１１（内線３０３） 

 ＦＡＸ ０５７４－２５－０３５５ 

（３） 提出書類 

①参加表明書  別添様式―１ 

②技術提案書  別添様式―２～６ 

③参考見積 

・様式は指定しない。 

    ・見積価格は、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた額）とするので、参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を

見積書に記載すること。 

 

 

（４） 提出方法 

(３)に掲げる提出書類各１部を持参又は郵送にて提出する。郵送は配達証明付き書

留郵便に限り、提出期限日必着とする。また、持参、郵送を問わず、提出書類は電子

媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）にＰＤＦ形式でファイルを記録したものを添付すること。 
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（５） 参加表明書及び技術提案書の内容に関する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

参加表明書 

（様式―１） 

 

・業務実績（同種・類似業務）を記載する。 

・業務実績等を記入するにあたり、記載した実績等の確認ができる

資料（契約書の写し等）を添付すること。 

業務実施体制 

（様式―２） 

・配置予定の管理技術者等を記載する。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又

は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委

託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載するも

のとする。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

予定技術者の

経歴等 

（様式―３） 

・配置予定の管理技術者及び照査技術者について、保有資格、経歴

等を記載する。 

 

管理技術者の

過去１５年間

の同種又は類

似業務の実績 

（様式－４） 

・配置予定の管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の

実績について記載する。 

・記載する業務は、平成２３年度以降に完了した業務とする。 

・記載する業務数は、代表となる業務１件とする。 

業務実施方針 

（様式－５） 

・本業務の特徴等を踏まえたスケジュール、作業工程など業務実施

方針を簡潔に記載する。 

特定テーマに

対する技術提

案 

（様式－６） 

・次に掲げる特定テーマに対する技術提案を具体的に記載する。 

１ サイクリングルートのモデルルート立案における配慮事項につ

いて 

２ 持続性のあるサイクリングルート構築における配慮事項につい

て 

・枚数はテーマごとに１～２枚程度とする。 

参考見積 

（様式任意） 

・技術提案書を踏まえて必要な経費を算出し、参考見積として提出

する。 

・記載様式は特に定めないが、明細等をできる限り明らかにする。 
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（共通事項） 

① 文字サイズは１０ポイント以上とする。言語は日本語、通貨は日本円、単位

は日本の標準時及び計量法によるものとする。 

    ② 技術提案書の無効 

     提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない 

場合は無効とすることがある。 

 

７ ヒアリング 

書面評価により非予備選定となった者を除き、以下のとおりヒアリングを実施する。 

（１）実施日時  

令和８年７月下旬又は８月上旬（１者２０分～３０分程度） 

※参加者数に応じて開始日時は変更する。（後日連絡） 

（２）実施場所  

岐阜県庁内会議室（具体的場所については後日連絡） 

（３）出席者  

  配置予定の管理技術者１名 

（４）質疑内容 

提出された技術提案書等に基づき質疑を行う。 

 

※ ヒアリング時の追加資料は受理しないが、質問に対して必要と考える資料の提示を

認める。（その際の提示方法は問わない。）また、時間内で質疑応答を進めるため、

応答時間を区切る場合がある。 
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８ 技術提案書の予備選定及び選定 

 （１）評価基準  

    技術提案書の選定をする際の評価の判断基準は以下のとおりである。 

評価 

項目 

評価の着眼点 
評価のウェート 

 判断基準 

基

本

事

項 

２

５

点 

 

参加

者評

価 

業務実績 

※１ 

下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

 

同種業務：ナショナルサイクルルートのサイクル

ツーリズムに関する業務 

類似業務：自転車活用に関する以下のいずれかの

業務 

ア．サイクルツーリズムに関する業務（ナショナ

ルサイクルルートに関する業務を除く） 

イ．自転車走行環境整備計画に関する業務 

５ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
組
み 

環境面の取組み 

下記の順位で評価する。 

① ＩＳＯ１４００１を取得している。 

② ＩＳＯ１４００１を取得していない。 

１ 

社会面の取組み 

下記の順位で評価する。 

①岐阜県建設業広域ＢＣＭの認定あり。 

②岐阜県との協定に参加あり又は直近5か

年度のうちで同等の活動実績あり。 

③岐阜県内市町村との協定に参加あり又

は直近 5か年度のうちで同等の活動実績

あり。 

③ 参加なし又は活動実績なし。 

１ 

経済面の取組み 

下記の順位で評価する。 

① ＩＳＯ９００１を取得している。 

② ＩＳＯ９００１を取得していない。 

１ 

ぎふＳＤＧｓ推

進パートナー登

録制度 

下記の順位で評価する。 

①ゴールドパートナーである。 

②シルバーパートナーである。 

③ 登録していない。 

２ 

技術

者評

価 

技術者資格※2 

（対象） 

・管理技術者 

・照査技術者 

下記の順位で評価する。 

① 技術士（総合技術監理部門-建設 又は 

建設部門）を有する。 

② ＲＣＣＭ(国土交通省登録技術者資格

に登録された部門を除く)を有する。 

③  上記の資格なし 

５ 
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業務実績※1 

（対象） 

・管理技術者 

下記の順位で評価する。 

① 同種業務の実績がある。 

② 類似業務の実績がある。 

 

同種業務：ナショナルサイクルルートの 

サイクルツーリズムに関する業務 

類似業務：自転車活用に関する以下のいずれかの

業務 

ア．サイクルツーリズムに関する業務（ナショナ

ルサイクルルートに関する業務を除く） 

イ．自転車走行環境整備計画に関する業務 

５ 

技

術

提

案 

５

０

点 

業務

実施

方針 

 

実施方針 

実施方針（工程表や業務フローを含む）

について、業務の内容や目的を理解し、企

画・独創性や地域性・特殊性等の着眼点が

優れている場合に優位に評価する。 

５ 

業務実施体制 

実施体制について、業務を遂行する上で

より適切な体制が確保されている場合に

優位に評価する。 

５ 

特定

テー

マに

対す

る技

術提

案 

※3 

テーマ１ 

（サイクリングルー

トのモデルルート立

案における配慮事項

について） 

特定テーマについて、業務の課題・留意

点等を充分に理解し、技術的裏付け等がな

され的確かつ実現性が高い提案や、他にな

い独創性で実現性が高い提案となってい

る場合に優位に評価する。 

２０ 

テーマ２ 

（持続性のあるサイ

クリングルート構築

における配慮事項に

ついて） 

特定テーマについて、業務の課題・留意

点等を充分に理解し、業務の地域性・特殊

性を踏まえた提案となっている場合に優

位に評価する。 

２０ 

ヒ

ア

リ

ン

グ 

５

０

点 

説明

者評

価 

業務実績 

技術者自身が、自らが関わった業務につ

いて、その課題や成果を簡潔明瞭に説明で

きる場合に優位に評価する。 
１０ 

専門技術力 

業務を実施するために必要となる専門技

術力及び業務に関連する専門知識に富ん

でいる場合に優位に評価する。 

取組姿勢 

業務の目的、内容を十分に理解し、技術

提案内容を的確に説明するなど、取組意欲

が高い場合に優位に評価する。 

２０ 

技術対話力 

評価者からの質問に対し、技術的知識や

豊富な経験に基づいた回答をした場合に

優位に評価する。 
２０ 

※１ 業務実績等に含めることの実績は、平成２３年度以降（過去１５年以内）の実績

とする。 



-7- 

※２ 外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場

が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、

あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振

興課）を受けている必要がある。 

※３ 特定テーマは別添様式－６に掲げるものとする。 

 

（２）非予備選定・非選定理由に関する事項 

① 技術提案書を提出した者のうち、ヒアリング実施対象者として予備選定されなかった者

又は契約予定者として選定されなかった者に対しては、予備選定又は選定されなかった

旨とその理由を、書面をもって、下記の日付までに可茂土木事務所長から通知する。 

     非予備選定通知： ７月下旬 

     非選定通知：   ８月中 

② ①の通知を受けた者は、通知の日の翌日から７日（土曜日及び日曜日を除く）以内に、

可茂土木事務所に対して非予備選定又は非選定理由について説明を求めることができ

る。 

③ 書面により説明を求められたときは、書面を受理した日から１０日以内に書面により回

答する。 

 ③の書面の提出先は、次のとおりとする。 

     ６（２）に同じ。 

 

（３）選定・契約手続き 

    選定結果に基づき、８月中に契約予定者を選定し、通知する。なお、積算の参考

とするため、選定者には再度見積を依頼する。 

 

９ その他の留意事項 

（１）技術提案書は、当業務における取り組み方法等について提案を求めるものであり、

成果の一部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以外の

内容を含むものについては無効とする場合がある。 

（２）技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚

偽の記載をした者に対して岐阜県建設工事請負契約にかかる入札参加資格停止等措

置要領（平成１３年４月１日 工検第１２号）に基づく指名停止を行うことがある。 

（３）提出された技術提案書は返却しない。また、技術提案書は、その選定以外に提出

者に無断で使用しない。なお、選定された技術提案書を公開する場合には、事前に

提出者の同意を得るものとする。 

（４）技術提案書の提出期限後において、記載された内容の変更を認めない。また、技

術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。但し、病休、

死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者で
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あるとの発注者の了解を得なければならない。 

（５）一般共通事項については「測量作業共通仕様書（岐阜県）」および「設計業務委託

共通仕様書（岐阜県）」のとおりとする。 

（６）業務委託説明書の質問受け付け及び回答 

質問は（別添様式－７）の様式により、「②質問先」記載の電子メール宛にファイ

ル（ファイル形式は Microsoft Word としてください。）を添付し、提出する。その

他の方法による質問には回答を行わない。 

※電子メールの件名に「【質問】木曽三川サイクルツーリズム 長良川・木曽川連

携ルート及び整備計画検討業務」と記載して送信してください。 

※提出後は、下記質問先に確認の電話をしてください。 

 

① 質問期間 

    令和８年６月２２日(月)から令和８年７月１日(水)まで 

   （上記期間の土曜日、日曜日及び休日を除く毎日９時００分から１６時３０分まで） 

 

②質問先 

〒５０５－８５０８ 

 住 所 岐阜県美濃加茂市古井町下古井２６１０－１ 

 担 当 総務課 管理調整係 

 電 話 ０５７４－２５－３１１１（内線３０３） 

 ＦＡＸ ０５７４－２５－０３５５ 

 E-mail c26006@pref.gifu.lg.jp 

 

③回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害する恐れのあるものを除

き、随時、岐阜県ホームページ内の以下のページに掲示する。 

岐阜県 入札・公売（https://www.pref.gifu.lg.jp/site/bid/）＞公募型プロポー

ザル 

mailto:c26006@pref.gifu.lg.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/bid/

